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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技用価値を用いて遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　透光性を有し、遊技者が視認可能に配置された第１導光板と、
　透光性を有し、遊技者が視認可能に配置された第２導光板と、
　前記第１導光板と前記第２導光板とを対面させて保持する保持部材と、を備え、
　前記第１導光板は、該第１導光板の側面から内部に入射される光源からの光により発光
して該第１導光板に画像を表示させる第１発光部を有するとともに、光源からの光が入射
される面から離れた位置に第１取付部が設けられ、
　前記第２導光板は、該第２導光板の側面から内部に入射される光源からの光により発光
して該第２導光板に前記第１導光板とは異なる画像を表示させる第２発光部を有するとと
もに、光源からの光が入射される面から離れ、かつ前記第１導光板の第１取付部とは異な
る位置に第２取付部が設けられ、
　前記保持部材には、前記第１導光板の第１取付部に対応する位置に第１固定部が設けら
れているとともに前記第２導光板の第２取付部に対応する位置に第２固定部が設けられて
おり、該保持部材は、前記第１固定部と前記第１取付部とが第１の係合部材で係合される
ことにより前記第１導光板を保持するとともに、前記第２固定部と前記第２取付部とが第
２の係合部材で係合されることにより前記第２導光板を保持し、
　前記第１導光板及び前記第２導光板のうち、一方の導光板に画像を表示して行う演出と
、両方の導光板に画像を表示して行う演出とを実行可能な演出実行手段と、
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　前記光源からの光が入射し、前記第１導光板あるいは前記第２導光板に向けて光を出射
して発光させる集光部材と、を更に備え、
　前記集光部材の光出射面は、前記第１導光板あるいは前記第２導光板に向けて凸状の湾
曲面である、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技用価値を用いて遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　透光性を有し、遊技者が視認可能に配置された第１導光板と、
　透光性を有し、遊技者が視認可能に配置された第２導光板と、
　前記第１導光板と前記第２導光板とを対面させて保持する保持部材と、を備え、
　前記第１導光板は、該第１導光板の側面から内部に入射される光源からの光により発光
して該第１導光板の板面に画像を表示させる第１発光部を有するとともに、光源からの光
が入射される面から離れた位置に第１被当接部が設けられ、
　前記第２導光板は、該第２導光板の側面から内部に入射される光源からの光により発光
して該第２導光板の板面に前記第１導光板とは異なる画像を表示させる第２発光部を有す
るとともに、光源からの光が入射される面から離れ、かつ前記第１導光板の第１被当接部
とは異なる形状の第２被当接部が設けられ、
　前記保持部材には、前記第１導光板を保持するときに該第１導光板の第１被当接部に当
接する第１当接部が設けられているとともに、前記第２導光板を保持するときに該第２導
光板の第２被当接部に当接する第２当接部が設けられ、
　前記第１導光板及び前記第２導光板のうち、一方の導光板の板面に画像を表示して行う
演出と、両方の導光板の板面に画像を表示して行う演出とを実行可能な演出実行手段と、
　前記光源からの光が入射し、前記第１導光板あるいは前記第２導光板に向けて光を出射
して発光させる集光部材と、を更に備え、
　前記集光部材の光出射面は、前記第１導光板あるいは前記第２導光板に向けて凸状の湾
曲面である、
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に係り、詳しくは、遊技用価値を用いて遊技を行うことが可能なパチ
ンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一例として、遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊
技領域に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞したことに基づいて、所
定の遊技価値を付与可能としたパチンコ遊技機がある。また、遊技機の他の一例として、
メダルやコイン、あるいは、パチンコ遊技機と同様の遊技球といった遊技媒体を用いて１
ゲームに対する所定数の賭数を設定した後、遊技者がスタートレバーを操作することによ
り可変表示装置による表示図柄の可変表示を開始し、導出された表示結果に基づいて所定
の遊技価値を付与可能としたスロットマシンがある。
【０００３】
　この種の遊技機では、遊技に関連する演出を行う演出手段の一例として、例えば、導光
板を用いた表示装置を備えるものがある（例えば、特許文献１参照）。この表示装置では
、発光ダイオードなどの光源から導光板の端面を透して内部に光を入射させ、導光板に設
けた反射部により入射光を反射させることで、導光板に表示情報を表示することができる
（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００９－２０７８８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の表示装置では、表示可能な表示情報を増やすために、それぞれに異
なるパターンに反射部が設けられた２枚の導光板を重ねて配置している。しかし、導光板
は、光が入射されないときには反射部が目立たないように形成されているので、２枚の導
光板を重ねて表示装置を組み立てるときには、２枚の導光板の前後を間違えて組み付けて
しまったり、同一の導光板を２枚重ねて組み付けてしまう虞がある。
【０００６】
　この発明は、上記実状に鑑みてなされたものであり、複数の導光板を容易に組み付ける
ことができる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）　上記目的を達成するため、本発明の第１の観点に係る遊技機は、遊技用価値を
用いて遊技を行うことが可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、透光性を
有し、遊技者が視認可能に配置された第１導光板（例えば、前導光板４２Ａ）と、透光性
を有し、遊技者が視認可能に配置された第２導光板（例えば、後導光板４２Ｂ）と、前記
第１導光板と前記第２導光板とを対面させて保持する保持部材（例えば、フレーム体５０
）と、を備え、前記第１導光板は、該第１導光板の側面から内部に入射される光源からの
光により発光して該第１導光板に画像を表示させる第１発光部（例えば、前導光板４２Ａ
の前面と背面とに形成された発光部４６Ａａ、４６Ａｂ）を有するとともに、光源からの
光が入射される面から離れた位置に第１取付部が設けられ（例えば集光レンズ６２と面し
ない位置に貫通孔４３が形成されるなど）、前記第２導光板は、該第２導光板の側面から
内部に入射される光源からの光により発光して該第２導光板に前記第１導光板とは異なる
画像を表示させる第２発光部を有するとともに（例えば、後導光板４２Ｂの前面と背面と
に形成された発光部４６Ｂａ、４６Ｂｂ）、光源からの光が入射される面から離れ、かつ
前記第１導光板の第１取付部とは異なる位置に第２取付部が設けられ（例えば、集光レン
ズ６２と面しない位置で、かつ前導光板４２Ａの貫通孔４３とは異なる位置に貫通孔４３
が形成されるなど）、前記保持部材には、前記第１導光板の第１取付部に対応する位置に
第１固定部が設けられているとともに前記第２導光板の第２取付部に対応する位置に第２
固定部が設けられており、該保持部材は、前記第１固定部と前記第１取付部とが第１の係
合部材で係合されることにより前記第１導光板を保持するとともに、前記第２固定部と前
記第２取付部とが第２の係合部材で係合されることにより前記第２導光板を保持し（例え
ば、フレーム体５０の前面に、前導光板４２Ａの貫通孔４３に対応して凹部５２ｅ、５４
ｅ、５６ｅが形成され、フレーム体５０の背面に、後導光板４２Ｂの貫通孔４３に対応し
て凹部５２ｆ、５４ｆ、５６ｆが形成され、前面の凹部５２ｅ、５４ｅ、５６ｅを通じて
前導光板４２Ａをフレーム体５０のネジ孔５２ｄ、５４ｄ、５６ｄにネジ止めするととも
に、背面の凹部５２ｆ、５４ｆ、５６ｆを通じて後導光板４２Ｂをフレーム体５０のネジ
孔５２ｄ、５４ｄ、５６ｄにネジ止めするなど）、前記第１導光板及び前記第２導光板の
うち、一方の導光板に画像を表示して行う演出と、両方の導光板に画像を表示して行う演
出とを実行可能な（例えば、後導光板４２Ｂのみに画像を表示する演出（図１４（ａ）、
（ｂ））、前導光板４２Ａのみに画像を表示する演出（図１５（ａ）、（ｂ））、及び前
導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂに画像を表示する演出（図１４（ｃ））を実行する）演
出実行手段（例えば、表示用ＬＥＤ６７を制御するためのＬＥＤ基板６６）と、前記光源
からの光が入射し、前記第１導光板あるいは前記第２導光板に向けて光を出射して発光さ
せる集光部材（例えば、図１２に記載の集光レンズ６２）と、を更に備え、前記集光部材
の光出射面は、前記第１導光板あるいは前記第２導光板に向けて凸状の湾曲面である（例
えば図４に記載のように、集光レンズ６２における前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂに
対向する面（出射面）は、複数の湾曲面（レンズ面）を構成している）、ことを特徴とす
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る。
【０００８】
　このような構成によれば、第１導光板と第２導光板とのそれぞれに光源から光を入射さ
せることによって、第１導光板と第２導光板に画像を表示させることができる。そして、
第１導光板の取付部と第２導光板の取付部の位置が異なっているので、第１導光板と第２
導光板と保持部材との組み付け間違いを防止することができ、複数の導光板と保持部材を
容易に組み付けることができる。
　尚、「第１発光部」と「第２発光部」は、光源からの光を反射させて光出射面から出射
させる凹部等からなる反射部や、光出射面に形成されて光源からの光を全反射させずに光
出射面から出射させる凸部等からなる透光部を含む。
【０００９】
　（２）　本発明の第２の観点に係る遊技機は、遊技用価値を用いて遊技を行うことが可
能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、透光性を有し、遊技者が視認可能に
配置された第１導光板（例えば、前導光板１４２Ａ）と、透光性を有し、遊技者が視認可
能に配置された第２導光板（例えば、後導光板１４２Ｂ）と、前記第１導光板と前記第２
導光板とを対面させて保持する保持部材（例えば、フレーム枠体５０４）と、を備え、前
記第１導光板は、該第１導光板の側面から内部に入射される光源からの光により発光して
該第１導光板の板面に画像を表示させる第１発光部（例えば、前導光板１４２Ａの背面に
形成された発光部４６）を有するとともに、光源からの光が入射される面から離れた位置
に第１被当接部（例えば、前導光板１４２Ａに、集光レンズ６２と面しない位置に差込部
１４３Ａが形成されるなど）が設けられ、前記第２導光板は、該第２導光板の側面から内
部に入射される光源からの光により発光して該第２導光板の板面に前記第１導光板とは異
なる画像を表示させる第２発光部（例えば、後導光板４２Ｂの背面とに形成された発光部
４６）を有するとともに、光源からの光が入射される面から離れ、かつ前記第１導光板の
第１被当接部とは異なる形状の第２被当接部が設けられ（例えば、後導光板１４２Ｂに、
集光レンズ６２と面しない位置に、前導光板１４２Ａの差込部１４３Ａとは異なる形状の
差込部１４３Ｂが形成されるなど）、前記保持部材には、前記第１導光板を保持するとき
に該第１導光板の第１被当接部に当接する第１当接部が設けられているとともに（例えば
、フレーム枠体５０４に、前導光板１４２Ａを保持するときに差込部１４３Ａと当接する
差込溝５０８ａが形成されるなど）、前記第２導光板を保持するときに該第２導光板の第
２被当接部に当接する第２当接部が設けられ（例えば、フレーム枠体５０４に、後導光板
１４２Ｂを保持するときに差込部１４３Ｂと当接する差込溝５０８ｂが形成されるなど）
、前記第１導光板及び前記第２導光板のうち、一方の導光板の板面に画像を表示して行う
演出と、両方の導光板の板面に画像を表示して行う演出とを実行可能な（例えば、後導光
板４２Ｂのみに画像を表示する演出（図１４（ａ）、（ｂ））、前導光板４２Ａのみに画
像を表示する演出（図１５（ａ）、（ｂ））、及び前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂに
画像を表示する演出（図１４（ｃ））を実行する）演出実行手段（例えば、表示用ＬＥＤ
６７を制御するためのＬＥＤ基板６６）と、前記光源からの光が入射し、前記第１導光板
あるいは前記第２導光板に向けて光を出射して発光させる集光部材（例えば、図１２に記
載の集光レンズ６２）と、を更に備え、前記集光部材の光出射面は、前記第１導光板ある
いは前記第２導光板に向けて凸状の湾曲面である（例えば図４に記載のように、集光レン
ズ６２における前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂに対向する面（出射面）は、複数の湾
曲面（レンズ面）を構成している）、ことを特徴とする。
【００１０】
　このような構成によれば、光源から第１導光板と第２導光板とのそれぞれに光を入射さ
せることによって、第１導光板と第２導光板の板面に画像を表示させることができる。そ
して、第１導光板の被当接部と第２導光板の被当接部の形状が異なっているので、第１導
光板と第２導光板と保持部材との組み付け間違いを防止することができ、複数の導光板と
保持部材を容易に組み付けることができる。
【００１１】
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　（３）　上記（１）の遊技機において、前記第１導光板の第１取付部および前記第２導
光板の第２取付部は、該第１導光板および該第２導光板を予め定められた組付姿勢に対し
て裏返したときおよび／または回転させたときに、前記保持部材の第１固定部および第２
固定部と対応しない位置に形成されてもよい（例えば、前導光板４２Ａの貫通孔４３およ
び後導光板４２Ｂの貫通孔４３は、前導光板４２Ａおよび後導光板４２Ｂを裏返したり回
転させたると、貫通孔４３の位置が移動して元の位置と対応しなくなるなど）。
【００１２】
　このような構成によれば、第１導光板および第２導光板を裏返したり回転させた状態で
第１導光板および第２導光板と保持部材とを組み付けてしまうのを防止することができる
。
【００１３】
　（４）　上記（２）の遊技機において、前記第１導光板の第１被当接部および前記第２
導光板の第２被当接部は、該第１導光板および該第２導光板を予め定められた組付姿勢に
対して裏返したときおよび／または回転させたときに、前記保持部材の第１当接部および
第２当接部と対応しないように形成されてもよい（例えば、前導光板１４２Ａの差込部１
４３Ａおよび後導光板１４２Ｂの差込部１４３Ｂは、角に切り欠き１４５が形成されてお
り、回転させると、切り欠き１４５の位置が移動してフレーム枠体５０４の差込溝５０８
ａ、５０８ｂと対応しなくなるなど）。
【００１４】
　このような構成によれば、第１導光板および第２導光板を裏返したり回転させた状態で
第１導光板および第２導光板と保持部材とを組み付けてしまうのを防止することができる
。
【００１５】
　（５）　上記（１）～（４）のいずれか１つの遊技機において、前記保持部材には、前
記第１導光板と前記第２導光板とのそれぞれに光を入射する光源が設けられていてもよい
（例えば、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとのそれぞれに光を入射する光出射部６０が
フレーム体５０に取り付けられたり、前導光板１４２Ａと後導光板１４２Ｂとのそれぞれ
に光を入射する光出射部６０がフレーム枠体５０４に取り付けられるなど）。
【００１６】
　このような構成によれば、第１導光板と第２導光板とのそれぞれに光を入射する光源が
保持部材に設けられているので、第１導光板と第２導光板と光源との位置決めを容易に行
うことができる。
【００１７】
　（６）　上記（１）～（５）のいずれか１つの遊技機において、前記第１導光板と光源
の間に設けられ、光源からの光を前記第１導光板の板厚方向に集光して該第１導光板の側
面に向けて出射する第１集光部材と（例えば、前導光板４２Ａ、１４２Ａと表示用ＬＥＤ
６７との間に集光レンズ６２が設けられるなど）、前記第２導光板と光源の間に設けられ
、光源からの光を前記第２導光板の板厚方向に集光して該第２導光板の側面に向けて出射
する第２集光部材（例えば、後導光板４２Ｂ、１４２Ｂと表示用ＬＥＤ６７との間に集光
レンズ６２が設けられるなど）と、を備えてもよい。
【００１８】
　このような構成によれば、光源からの光を第１集光部材または第２集光部材を透して第
１導光板または第２導光板に入射させることで、光源からの光を板厚方向に拡散させるこ
となく導光板の側面に導くことができ、これにより光の減衰が抑制されるため、第１発光
部または第２発光部の輝度の低下を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】（ａ）は表示ユニットを斜め前方から示す斜視図、（ｂ）は表示ユニットを斜め
後方から示す斜視図である。
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【図３】導光板とフレーム体とを分解して示す斜視図である。
【図４】導光板とフレーム体との構造を示す分解斜視図である。
【図５】（ａ）は前導光板を示す正面図、（ｂ）は後導光板を示す正面図である。
【図６】（ａ）は前導光板の表示パターンを示す図、（ｂ）は後導光板の表示パターンを
示す図、（ｃ）は後導光板のドットパターンの一部を示す拡大図、（ｄ）は裏面側のドッ
トパターンでの光の反射を説明する断面図である。
【図７】（ａ）は上フレームを下方から見た斜視図であり、（ｂ）は上フレームの前側の
差込溝より後方を示す断面図であり、（ｃ）は上フレームの後側の差込溝より後方を示す
断面図である。
【図８】（ａ）は左フレームを右側（中央側）から見た図、（ｂ）は左フレームの前側の
差込溝より後方を前方から見た断面図、（ｃ）は左フレームの後側の差込溝より後方を前
方から見た断面図である。
【図９】（ａ）は下フレームを上側（中央側）から見た図、（ｂ）は下フレームの前側の
差込溝より後方を前方から見た断面図、（ｃ）は下フレームの後側の差込溝より後方を前
方から見た断面図である。
【図１０】（ａ）は集光レンズの正面図、（ｂ）は集光レンズの平面図、（ｃ）は（ａ）
のＡ－Ａ断面図、（ｄ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面図である。
【図１１】（ａ）は下フレームを示す要部拡大断面図、（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ断面図、
（ｃ）は（ａ）のＤ－Ｄ断面図である。
【図１２】表示ユニットの縦断面を示す要部拡大断面図である。
【図１３】（ａ）は下方の光出射部が駆動されたときの後導光板の表示パターンを示す模
式図、（ｂ）は左方の光出射部が駆動されたときの後導光板の表示パターンを示す模式図
である。
【図１４】表示ユニットの表示制御の一例である。
【図１５】表示ユニットの表示制御の他の例である。
【図１６】（ａ）は変形例の表示ユニットを斜め前方から示す斜視図、（ｂ）は変形例の
表示ユニットを斜め後方から示す斜視図である。
【図１７】変形例の表示ユニットの内部構造を示す分解斜視図である。
【図１８】変形例の導光板を示す正面図である。
【図１９】（ａ）は変形例の前導光板を示す正面図、（ｂ）は変形例の後導光板を示す正
面図である。
【図２０】（ａ）変形例の表示ユニットの縦断面図、（ｂ）は変形例の表示ユニットの横
断面図である。
【図２１】導光板の他の変形例を示す図であり、（ａ）は前導光板の正面図、（ｂ）は後
導光板の正面図である。
【図２２】集光レンズの変形例を示す図である。
【図２３】集光レンズの他の変形例を示す図である。
【図２４】集光レンズの他の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態を詳細に説明する。図１は、本実施の形
態におけるパチンコ遊技機の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ
遊技機（遊技機）１は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）２と、遊技盤
２を支持固定する遊技機用枠（台枠）３とから構成されている。遊技盤２には、ガイドレ
ールによって囲まれた、外縁をほぼ円形状とする遊技領域が形成されている。この遊技領
域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれる。
【００２１】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右下の縁上）には、第１特別図柄
表示装置４Ａと、第２特別図柄表示装置４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置
４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスの
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ＬＥＤ（発光ダイオード）等から構成され、可変表示ゲームの一例となる特図ゲームにお
いて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」
ともいう）が、変動可能に表示（可変表示）される。例えば、第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号
等から構成される複数種類の特別図柄を可変表示する。なお、第１特別図柄表示装置４Ａ
や第２特別図柄表示装置４Ｂにおいて表示される特別図柄は、「０」～「９」を示す数字
や「－」を示す記号等から構成されるものに限定されず、例えば７セグメントのＬＥＤに
おいて点灯させるものと消灯させるものとの組合せを異ならせた複数種類の点灯パターン
が、複数種類の特別図柄として予め設定されていればよい。
【００２２】
　複数種類の特別図柄には、それぞれに対応した図柄番号が付されている。一例として、
「０」～「９」を示す数字それぞれには、「０」～「９」の図柄番号が付され、「－」を
示す記号には、「１０」の図柄番号が付されていればよい。以下では、第１特別図柄表示
装置４Ａにおいて可変表示される特別図柄を「第１特図」ともいい、第２特別図柄表示装
置４Ｂにおいて可変表示される特別図柄を「第２特図」ともいう。
【００２３】
　第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはともに、例えば方形状に形成
されている。なお、第１特図の種類と第２特図の種類は同じ（例えば、ともに「０」～「
９」を示す数字、及び、「－」を示す記号）であってもよいし、種類が異なっていてもよ
い。また、第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば「
００」～「９９」を示す数字（あるいは２桁の記号）を可変表示するように構成されてい
てもよい。
【００２４】
　遊技盤２における遊技領域の中央付近には、画像表示装置５が設けられている。画像表
示装置５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を表示する
表示領域を形成している。画像表示装置５の表示領域では、特図ゲームにおける第１特別
図柄表示装置４Ａによる第１特図の可変表示や第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図
の可変表示のそれぞれに対応して、例えば３つといった複数の可変表示部となる飾り図柄
表示エリアにて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である飾り図柄
が可変表示される。この飾り図柄の可変表示も、可変表示ゲームに含まれる。
【００２５】
　一例として、画像表示装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示
エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒが配置されている。そして、特図ゲームにおいて第１特別図柄表
示装置４Ａにおける第１特図の変動と第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図の変動
のうち、いずれかが開始されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表
示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて飾り図柄の変動（例えば上下方向のスクロール表示）
が開始される。その後、特図ゲームにおける可変表示結果として確定特別図柄が停止表示
されるときに、画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア
５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて、飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄（最終停止図柄）が
停止表示される。
【００２６】
　このように、画像表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１
特図を用いた特図ゲーム、または、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた
特図ゲームと同期して、各々が識別可能な複数種類の飾り図柄の可変表示を行い、可変表
示結果となる確定飾り図柄を導出表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。なお、例
えば特別図柄や飾り図柄といった、各種の表示図柄を導出表示するとは、飾り図柄等の識
別情報を停止表示（完全停止表示や最終停止表示ともいう）して可変表示を終了させるこ
とである。これに対して、飾り図柄の可変表示を開始してから可変表示結果となる確定飾
り図柄が導出表示されるまでの可変表示中には、飾り図柄の変動速度が「０」となって、
飾り図柄が停留して表示され、例えば微少な揺れや伸縮などを生じさせる表示状態となる
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ことがある。このような表示状態は、仮停止表示ともいい、可変表示における表示結果が
確定的に表示されていないものの、スクロール表示や更新表示による飾り図柄の変動が進
行していないことを遊技者が認識可能となる。なお、仮停止表示には、微少な揺れや伸縮
なども生じさせず、所定時間（例えば１秒間）よりも短い時間だけ、飾り図柄を完全停止
表示することなどが含まれてもよい。
【００２７】
　「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて可変表示される
飾り図柄には、例えば８種類の図柄（英数字「１」～「８」あるいは漢数字や、英文字、
所定のモチーフに関連する８個のキャラクタ画像、数字や文字あるいは記号とキャラクタ
画像との組合せなどであればよく、キャラクタ画像は、例えば人物や動物、これら以外の
物体、もしくは、文字などの記号、あるいは、その他の任意の図形を示す飾り画像であれ
ばよい）で構成される。飾り図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例
えば、「１」～「８」を示す英数字それぞれに対して、「１」～「８」の図柄番号が付さ
れている。なお、飾り図柄は８種類に限定されず、大当り組合せやハズレとなる組合せな
ど適当な数の組合せを構成可能であれば、何種類であってもよい（例えば７種類や９種類
など）。
【００２８】
　飾り図柄の可変表示が開始された後、可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示され
るまでには、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて
、例えば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に上方から下方へと流れるような
スクロール表示が行われ、図柄番号が最大（例えば「８」）である飾り図柄が表示される
と、続いて図柄番号が最小（例えば「１」）である飾り図柄が表示される。あるいは、飾
り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒのうち少なくともいずれか１つ（例えば「左」の飾り
図柄表示エリア５Ｌなど）において、図柄番号が大きいものから小さいものへとスクロー
ル表示を行って、図柄番号が最小である飾り図柄が表示されると、続いて図柄番号が最大
である飾り図柄が表示されるようにしてもよい。
【００２９】
　画像表示装置５の表示領域には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈが配置されている。始動
入賞記憶表示エリア５Ｈでは、特図ゲームに対応した可変表示の保留数（特図保留記憶数
）を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。ここで、特図ゲームに対応した可変表
示の保留は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口や、普通可変入賞球装置６Ｂ
が形成する第２始動入賞口を、遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に基づいて
発生する。すなわち、特図ゲームや飾り図柄の可変表示といった可変表示ゲームを実行す
るための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立したが、先に成立した開始条件に基づ
く可変表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技機１が大当り遊技状態に制御されて
いることなどにより、可変表示ゲームの開始を許容する開始条件が成立していないときに
、成立した始動条件に対応する可変表示の保留が行われる。
【００３０】
　図１に示す例では、始動入賞記憶表示エリア５Ｈとともに、第１特別図柄表示装置４Ａ
及び第２特別図柄表示装置４Ｂの下部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第
１保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器２５Ａ
は、第１特図保留記憶数を特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第２特図保留
記憶数を特定可能に表示する。第１特図保留記憶数は、第１特図を用いた特図ゲームの実
行が保留されている記憶数である。第２特図保留記憶数は、第２特図を用いた特図ゲーム
の実行が保留されている記憶数である。第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加
算した可変表示の保留記憶数は、特に、合計保留記憶数ともいう。単に「特図保留記憶数
」というときには、通常、第１特図保留記憶数、第２特図保留記憶数及び合計保留記憶数
のいずれも含む概念を指すが、特に、これらの一部（例えば第１特図保留記憶数と第２特
図保留記憶数を含む一方で合計保留記憶数は除く概念）を指すこともあるものとする。
【００３１】
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　画像表示装置５の前面には、表示ユニット４０が設けられている。表示ユニット４０は
、透明な導光板を備え、遊技者は、導光板を通して画像表示装置５を視認することができ
る。表示ユニット４０は、例えば、特図ゲームにおける第１特別図柄表示装置４Ａによる
第１特図の可変表示や第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図の可変表示のそれぞれに
対応して、導光板に画像を表示する。表示ユニット４０の詳細については後述する。
【００３２】
　遊技盤２における遊技領域の下方には、普通入賞球装置６Ａと、普通可変入賞球装置６
Ｂとが設けられている。普通入賞球装置６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常に一定
の開放状態に保たれる始動領域（第１始動領域）としての第１始動入賞口を形成する。普
通可変入賞球装置６Ｂは、普通電動役物用となるソレノイドによって、垂直位置となる通
常開放状態と傾動位置となる拡大開放状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動チュ
ーリップ型役物（普通電動役物）を備え、始動領域（第２始動領域）第２始動入賞口を形
成する。
【００３３】
　一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオフ状
態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊技球が第２始動入賞口を通過（
進入）しがたい通常開放状態となる。その一方で、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電
動役物用のソレノイド８１がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となる傾動制御に
より、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入）しやすい拡大開放状態となる。なお、普通
可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態であるときでも、第２始動入賞口には遊技球が進入
可能であるものの、拡大開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなるよ
うに構成してもよい。あるいは、普通可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態において、例
えば第２始動入賞口を閉鎖することなどにより、第２始動入賞口には遊技球が進入しない
ように構成してもよい。このように、第２始動領域としての第２始動入賞口は、遊技球が
通過（進入）しやすい拡大開放状態と、遊技球が通過（進入）しにくいまたは通過（進入
）できない通常開放状態とに変化する。
【００３４】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）すると、所定
個数（例えば３個）の遊技球が賞球として払い出され、第１特図保留記憶数が所定の上限
値（例えば「４」）以下であれば、第１始動条件が成立する。普通可変入賞球装置６Ｂに
形成された第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）すると、所定個数（例えば３個）の遊
技球が賞球として払い出され、第２特図保留記憶数が所定の上限値（例えば「４」）以下
であれば、第２始動条件が成立する。なお、第１始動入賞口を遊技球が通過したことに基
づいて払い出される賞球の個数と、第２始動入賞口を遊技球が通過したことに基づいて払
い出される賞球の個数は、互いに同一の個数であってもよいし、異なる個数であってもよ
い。
【００３５】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方には、特別可変入賞球装置７が設
けられている。特別可変入賞球装置７は、図１０に示す大入賞口扉用となるソレノイドに
よって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態と
に変化する特定領域としての大入賞口を形成する。
【００３６】
　一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイドがオフ状態である
ときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口を通過（進入）できな
くする。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイドがオン状態
であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞口を通過（進入）
しやすくする。このように、特定領域としての大入賞口は、遊技球が通過（進入）しやす
く遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過（進入）できず遊技者にとって不利な
閉鎖状態とに変化する。なお、遊技球が大入賞口を通過（進入）できない閉鎖状態に代え
て、あるいは閉鎖状態の他に、遊技球が大入賞口を通過（進入）しにくい一部開放状態を
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設けてもよい。
【００３７】
　大入賞口を遊技球が通過（進入）すると、所定個数（例えば１５個）の遊技球が賞球と
して払い出される。こうして、特別可変入賞球装置７において開放状態となった大入賞口
を遊技球が通過（進入）したときには、例えば第１始動入賞口や第２始動入賞口といった
、他の入賞口を遊技球が通過（進入）したときよりも多くの賞球が払い出される。したが
って、特別可変入賞球装置７において大入賞口が開放状態となれば、その大入賞口に遊技
球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第１状態となる。その一方で、特別可変入賞
球装置７において大入賞口が閉鎖状態となれば、大入賞口に遊技球を通過（進入）させて
賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者にとって不利な第２状態となる。
【００３８】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示装置４Ａや
第２特別図柄表示装置４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成
され、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普通
図」ともいう）を変動可能に表示（可変表示）する。このような普通図柄の可変表示は、
普図ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。
【００３９】
　普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含んで構成され、通過ゲート２６を通過した有効通
過球数としての普図保留記憶数を表示する。
【００４０】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び大入賞
口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれ
る単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれ
かに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定
個数（例えば１０個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には
、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００４１】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ、８Ｒ
が設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられている。パ
チンコ遊技機１の遊技領域における各構造物（例えば普通入賞球装置６Ａ、普通可変入賞
球装置６Ｂ、特別可変入賞球装置７、内側フレーム４０等）の周囲には、装飾用ＬＥＤが
配置されていてもよい。遊技機用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技
領域に向けて発射するために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）
が設けられている。例えば、打球操作ハンドルは、遊技者等による操作量（回転量）に応
じて遊技球の弾発力を調整する。打球操作ハンドルには、打球発射装置が備える発射モー
タの駆動を停止させるための単発発射スイッチや、タッチリング（タッチセンサ）が設け
られていればよい。
【００４２】
　遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球
や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）
する上皿（打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠３の下部には、上皿から溢れた余
剰球などを、パチンコ遊技機１の外部へと排出可能に保持（貯留）する下皿が設けられて
いる。
【００４３】
　下皿を形成する部材には、例えば下皿本体の上面における手前側の所定位置（例えば下
皿の中央部分）などに、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコントローラ３１
Ａが取り付けられている。スティックコントローラ３１Ａは、遊技者が把持する操作桿を
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含み、操作桿の所定位置（例えば遊技者が操作桿を把持したときに操作手の人差し指が掛
かる位置など）には、トリガボタンが設けられている。トリガボタンは、遊技者がスティ
ックコントローラ３１Ａの操作桿を操作手（例えば左手など）で把持した状態において、
所定の操作指（例えば人差し指など）で押引操作することなどにより所定の指示操作がで
きるように構成されていればよい。操作桿の内部には、トリガボタンに対する押引操作な
どによる所定の指示操作を検知するトリガセンサが内蔵されていればよい。
【００４４】
　スティックコントローラ３１Ａの下部における下皿の本体内部などには、操作桿に対す
る傾倒操作を検知する傾倒方向センサユニットが設けられていればよい。例えば、傾倒方
向センサユニットは、パチンコ遊技機１と正対する遊技者の側からみて操作桿の中心位置
よりも左側で遊技盤２の盤面と平行に配置された２つの透過形フォトセンサ（平行センサ
対）と、この遊技者の側からみて操作桿の中心位置よりも右側で遊技盤２の盤面と垂直に
配置された２つの透過形フォトセンサ（垂直センサ対）とを組み合わせた４つの透過形フ
ォトセンサを含んで構成されていればよい。
【００４５】
　上皿を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定位置（例えばス
ティックコントローラ３１Ａの上方）などに、遊技者が押下操作などにより所定の指示操
作を可能なプッシュボタン３１Ｂが設けられている。プッシュボタン３１Ｂは、遊技者か
らの押下操作などによる所定の指示操作を、機械的、電気的、あるいは、電磁的に、検出
できるように構成されていればよい。プッシュボタン３１Ｂの設置位置における上皿の本
体内部などには、プッシュボタン３１Ｂに対してなされた遊技者の操作行為を検知するプ
ッシュセンサが設けられていればよい。なお、スティックコントローラ３１Ａやプッシュ
ボタン３１Ｂは、遊技者による操作が検出された場合、図１０に示す演出制御基板１２に
よって表示装置５における表示演出が変更されたり、演出可動機構５０における動作やス
ピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力や遊技効果ランプ９などの発光体における点灯動作（点
滅動作）などが行われる演出（例えば予告演出やリーチ演出）などにおいて使用されれば
よい。
【００４６】
　次に、パチンコ遊技機１における遊技の進行を概略的に説明する。
【００４７】
　パチンコ遊技機１では、遊技領域に設けられた通過ゲート２６を遊技球が通過するなど
といった、普通図柄表示器２０にて普通図柄の可変表示を実行するための普図始動条件が
成立した後に、例えば前回の普図ゲームが終了したことといった、普通図柄の可変表示を
開始するための普図開始条件が成立したことに基づいて、普通図柄表示器２０による普図
ゲームが開始される。
【００４８】
　この普図ゲームでは、普通図柄の変動を開始させた後、普図変動時間となる所定時間が
経過すると、普通図柄の可変表示結果となる確定普通図柄を停止表示（導出表示）する。
このとき、確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字といった、特定の普通図柄（普
図当り図柄）が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる。その
一方、確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字以外の数字や記号といった、普図当
り図柄以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図ハズレ」と
なる。普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球
装置６Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片が傾動位置となる拡大開放制御（傾動制
御）が行われ、所定時間が経過すると垂直位置に戻る通常開放制御が行われる。
【００４９】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球が図示しな
い第１始動口スイッチによって検出されたことなどにより第１始動条件が成立した後に、
例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第１開始条件が成立
したことに基づいて、第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲームが開始される。また、
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普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球が図示し
ない第２始動口スイッチによって検出されたことなどにより第２始動条件が成立した後に
、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第２開始条件が成
立したことに基づいて、第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームが開始される。
【００５０】
　第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームでは、特別図
柄の可変表示を開始させた後、特図ゲームが行われるごとに設定される特図変動時間とし
ての可変表示時間が経過すると、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄（特図表示
結果）を導出表示する。このとき、確定特別図柄として特定の特別図柄（大当り図柄）が
停止表示されれば、特定表示結果としての「大当り」となり、大当り図柄とは異なる所定
の特別図柄（小当り図柄）が停止表示されれば、所定表示結果としての「小当り」となる
。また、大当り図柄や小当り図柄とは異なる特別図柄が確定特別図柄として停止表示され
れば「ハズレ」となる。
【００５１】
　特図ゲームでの可変表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利なラウ
ンド（「ラウンド遊技」ともいう）を所定回数実行する特定遊技状態としての大当り遊技
状態に制御される。特図ゲームでの可変表示結果が「小当り」になった後には、大当り遊
技状態とは異なる特殊遊技状態としての小当り遊技状態に制御される。
【００５２】
　画像表示装置５に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒでは、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特
別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームとのうち、いずれかの特図ゲー
ムが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始される。そして、飾り図柄の
可変表示が開始されてから「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
５Ｒにおける確定飾り図柄の停止表示により可変表示が終了するまでの期間では、飾り図
柄の可変表示状態が所定のリーチ状態となったり、このリーチ状態となったことに対応し
て、画像表示装置５における表示動作や、スピーカ８Ｌ、８Ｒによる音声出力動作、遊技
効果ランプ９などの発光体における点灯動作（点滅動作）により、リーチ状態となる以前
とは異なる演出動作が実行される。
【００５３】
　次に、画像表示装置５の前面に設けられている表示ユニット４０の詳細な構造について
説明する。図２は、（ａ）は表示ユニットを斜め前方から示す斜視図、（ｂ）は表示ユニ
ットを斜め後方から示す斜視図である。図３は、導光板とフレーム体とを分解して示す斜
視図である。図４は、導光板とフレーム体との構造を示す分解斜視図である。なお、以下
の説明においては、パチンコ遊技機１の正面に対峙した状態を基準として上下左右方向を
説明する。
【００５４】
　図２から図４に示すように、表示ユニット４０は、透明な２枚の導光板４２（前導光板
４２Ａ、後導光板４２Ｂ）と、前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂを重ねて（対面させて
）保持するフレーム体５０と、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとのそれぞれに個別に光
を出射可能な光出射部６０と、から主に構成される。
【００５５】
　図５は、（ａ）は前導光板を示す正面図、（ｂ）は後導光板を示す正面図である。なお
、図５には、光出射部６０の集光レンズ６２についても合わせて示している。導光板４２
は、所定の前後幅寸法Ｌ３（例えば５ｍｍ板厚など）を有するアクリルやポリカーボネー
トなどの透明な合成樹脂板で形成され、正面視横長長方形状に形成されている。前導光板
４２Ａ及び後導光板４２Ｂのそれぞれには、フレーム体５０に取り付けるためのネジＮを
挿通させる複数の貫通孔４３Ａａ～４３Ａｆ、４３Ｂａ～４３Ｂｆ（以下、まとめて貫通
孔４３ともいう）が形成されている。複数の貫通孔４３のそれぞれは、導光板４２におけ
る光出射部６０からの光が入射される面（図５中、網掛部参照）から離れた位置に、つま



(13) JP 6124483 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

り光出射部６０の集光レンズ６２が対向する位置とは異なる位置に形成されている。
【００５６】
　複数の貫通孔４３のそれぞれは、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとで異なる位置とな
るように形成されている。この実施の形態では、図５に示すように、導光板４２には、上
縁、左縁、下縁のそれぞれに２つずつ貫通孔４３が形成されており、前導光板４２Ａの上
縁の２つの貫通孔４３Ａａ、４３Ａｂのそれぞれは、後導光板４２Ｂの上縁の２つの貫通
孔４３Ｂａ、４３Ｂｂのそれぞれよりも右側に形成されている。また、前導光板４２Ａの
左縁の２つの貫通孔４３Ａｃ、４３Ａｄは、後導光板４２Ｂの左縁の２つの貫通孔４３Ｂ
ｃ、４３Ｂｄよりも上下方向の端側に形成されており、前導光板４２Ａの下縁の２つの貫
通孔４２Ａｅ、４２Ａｆは、後導光板４２Ｂの下縁の２つの貫通孔４２Ｂｅ、４２Ｂｆよ
りも右側に形成されている。さらに、前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂの上縁の２つの
貫通孔４３の間には切り欠き４４Ａ、４４Ｂが形成されており、前導光板の切り欠き４４
Ａは、後導光板の切り欠き４４Ｂよりも右側に形成されている。
【００５７】
　前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂは、予め定められた向き（組付姿勢、図３など参照
）でフレーム体５０に取り付けられるように設計されており、この向きに対して裏返した
り、回転させたときには、貫通孔４３の位置が元の位置からずれるように構成されている
。例えば、前導光板４２Ａは、上縁と下縁に形成されている貫通孔４３Ａａ、４３Ａｂ、
４３Ａｅ、４３Ａｆのそれぞれが左右方向に見て互いに異なる位置に形成されている。同
様に、後導光板４２Ｂは、上縁と下縁に形成されている貫通孔４３Ｂａ、４３Ｂｂ、４３
Ｂｅ、４３Ｂｆのそれぞれが左右方向に見て互いに異なる位置に形成されている。また、
前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂには、左下に切り欠き４５が形成されており、この切
り欠き４５を基準にして、導光板４２の向きを判断することができる。
【００５８】
　なお、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとは、上縁、左縁、下縁に２つずつ貫通孔４３
が形成されるものに限定されず、上縁、左縁、下縁に１つずつ又は３つ以上ずつ貫通孔４
３が形成されてもよいし、異なる数の貫通孔４３が形成されていてもよい。
【００５９】
　前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂには、光出射部６０からの光によって発光する発光
部４６Ａａ、４６Ａｂ、４６Ｂａ、４６Ｂｂが形成されている。図６は、（ａ）は前導光
板の表示パターンを示す図、（ｂ）は後導光板の表示パターンを示す図、（ｃ）は後導光
板のドットパターンの一部を示す拡大図、（ｄ）は裏面側のドットパターンでの光の反射
を説明する断面図である。図６（ａ）に示すように、前導光板４２Ａの前面には、中央に
「大当り」の文字が表れるように発光部４６Ａａが形成され（図６（ａ）中、実線参照）
、前導光板４２Ａの背面には、前面の「大当り」の文字の上下両側に、「確変」の文字が
表れるように発光部４６Ａｂが形成されている（図６（ａ）中、破線参照）。また、図６
（ｂ）に示すように、後導光板４２Ｂの前面には、「チャンス」の文字が上下に２つずつ
表れるとともに、左側中央に上に凸となる三角形の図形が、右側中央に下に凸となる三角
形の図形が表れるように発光部が４６Ｂａ形成されている（図６（ｂ）中、実線参照）。
さらに、後導光板４２Ｂの背面には、前面の「チャンス」に冠して「大」の文字が表れる
とともに、前面の左側の三角形の図形に重なって下に凸となる三角形の図形が、前面の右
側の三角形の図形に重なって上に凸となる三角形の図形が表れるように発光部４６Ｂｂが
形成されている（図６（ｂ）中、破線参照）。この実施の形態では、前導光板４２Ａ及び
後導光板４２Ｂに上下方向に沿って光が入射したときには、主に前面に形成された発光部
４６Ａａ、４６Ｂａが光を反射し、左右方向に沿って光が入射したときには、主に裏面に
形成された発光部４６Ａｂ、４６Ｂｂが光を反射するように構成されている。このため、
表示ユニット４０では、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂのそれぞれに対して、光出射部
６０により下側と左側とから光を出射することにより、計４種類の画像を表示することが
できる。
【００６０】
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　発光部４６（発光部４６Ａａ、４６Ａｂ、４６Ｂａ、４６Ｂｂ）は、図６（ｃ）、（ｄ
）に示すように、導光板４２内を導光される光の進行方向の断面視が一定ピッチの略三角
波形状をなす凹凸状態（粗面）に形成されている。また、前面に形成された発光部４６Ａ
ａ、４６Ｂａは、導光板４２に上下方向に沿って入射した光によって発光するように横長
に形成されており、背面に形成された発光部４６Ａｂ、４６Ｂｂは、導光板４２に左右方
向に沿って入射した光によって発光するように縦長に形成されている。発光部４６は、具
体的には、スタンパーやインジェクションにより導光板の表面に凹凸部をつける成型方式
にて構成されているが、例えばアクリル板に白色インクで反射ドットを印刷したシルク印
刷方式や、アクリル板と反射板とをドット状の粘着材で貼り付けた貼着ドット方式や、溝
加工方式等により発光部を構成してもよい。
【００６１】
　なお、この実施の形態では、導光板４２の発光部４６を光の進行方向の断面視が略三角
波形状の横長又は縦長の凹凸部としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、
これら発光部４６の断面形状を略半円形状等、光を前面に向けて反射して導光板４２に画
像を表示するものであれば種々に変形可能である。なお、図６（ａ）、（ｂ）などにおい
て、発光部４６は枠線で囲まれた文字や図柄として表されているが、実際には枠線はなく
、上記ドット等の集まりによって文字や絵柄が形成されている。
【００６２】
　また、この実施の形態では、導光板４２によって表示可能とする画像（表示情報）とし
て文字や図形が例示されているが、これら以外にも、記号、絵柄、あるいは模様などの装
飾も含む他の画像を表示可能としてもよい。
【００６３】
　フレーム体５０は、非透光性を有する部材（例えば合成樹脂材など）で形成され、前導
光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂと、光出射部６０とを保持する。フレーム体５０は、上フ
レーム５２と、左フレーム５４と、下フレーム５６とからなり、各フレーム５２、５４、
５６には、表示ユニット４０をパチンコ遊技機１に組み付けるための取付具５８が設けら
れている。図７は、（ａ）は上フレームを下方から見た斜視図、（ｂ）は上フレームの前
側の差込溝より後方を前方から見た断面図、（ｃ）は上フレームの後側の差込溝より後方
を前方から見た断面図である。なお、図７および後述する図８、図９では、パチンコ遊技
機１に組み付けるための取付具５８の図示を省略している。図７に示すように、上フレー
ム５２の内側面には、前後２つの差込溝５２ａ，５２ｂが長手方向に連続して、かつ平行
に形成されている。上フレーム５２の２つの差込溝５２ａ，５２ｂを隔てる隔壁５２ｃに
は、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとに形成されている貫通孔４３に対応した位置に、
ネジ孔５２ｄが形成されている。また、上フレーム５２の前面には、前導光板４２Ａの貫
通孔４３に対応する位置に、ネジＮを挿通させる凹部５２ｅが形成されており（図７（ａ
）参照）、背面には、後導光板４２Ｂの貫通孔４３に対応する位置に、ネジＮを挿通させ
る凹部５２ｆが形成されている（図７（ａ）（ｃ）参照）。さらに、上フレーム５２には
、図７（ｂ）に示すように、前側の差込溝５２ａに、前導光板４２Ａに形成されている切
り欠き４４Ａに対応して凸部５２ｇが形成され、後側の差込溝５２ｂに、後導光板４２Ｂ
に形成されている切り欠き４４Ｂに対応して凸部５２ｈが形成されている。なお、この実
施の形態では、図７に示すように、上フレーム５２の２つの差込溝５２ａ、５２ｂを隔て
る隔壁５２ｃには、ネジ孔５２ｄが形成されている部分を除いて２つの差込溝５２ａ、５
２ｂに平行する溝が中央に形成されており、上フレーム５２の軽量化が図られている。た
だし、上フレーム５２の隔壁５２ｃに、こうした溝が形成されなくてもよい。
【００６４】
　図８は、（ａ）は左フレームを右側（中央側）から見た図、（ｂ）は左フレームの前側
の差込溝より後方を前方から見た断面図、（ｃ）は左フレームの後側の差込溝より後方を
前方から見た断面図である。図８に示すように、左フレーム５４の内側（右側）の側面に
は、前後２つの差込溝５４ａ、５４ｂが上下方向に沿って平行に形成されている。２つの
差込溝５４ａ、５４ｂのそれぞれは、上下方向の両端に、前導光板４２Ａ及び後導光板４
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２Ｂと当接する底部５５ａが形成されており、上下方向の中央は左右方向に貫通する貫通
孔５５ｂとなっている。この貫通孔５５ｂの上下端部には、上下中央に向けて突出するリ
ブ５５ｃが形成されるとともに、中央には、前後方向に隔壁５４ｃを繋ぐ中央係止部５５
ｄが形成されており、光出射部６０の集光レンズ６２が左側（外側）から挿入される。貫
通孔５５ｂは、導光板４２に向けて（外側から内側に）漸次前後幅寸法が小さくなるよう
にテーパ状に形成されている（図１２参照）。左フレーム５４の２つの差込溝５４ａ、５
４ｂを隔てる隔壁５４ｃには、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとに形成されている貫通
孔４３に対応した位置に、ネジ孔５４ｄが形成されている。このネジ孔５４ｄは、図８（
ｂ）に示すように、前導光板４２Ａ、後導光板４２Ｂと当接する底部５５ａが形成されて
いる部分の隔壁５４ｃに形成されている。つまり、左フレーム５４のネジ孔５４ｄは、上
下方向に、光出射部６０の集光レンズ６２から離れた位置に形成されている。また、左フ
レーム５４の前面には、前導光板４２Ａの貫通孔４３に対応する位置に、ネジを挿通させ
る凹部５４ｅ（図８（ａ）参照）が形成されており、背面には、後導光板４２Ｂの貫通孔
４３に対応する位置に、ネジを挿通させる凹部５４ｆが形成されている（図８（ａ）、（
ｃ）参照）。
【００６５】
　図９は、（ａ）は下フレームを上側（中央側）から見た図、（ｂ）は下フレームの前側
の差込溝より後方を前方から見た断面図、（ｃ）は下フレームの後側の差込溝より後方を
前方から見た断面図である。図７に示すように、下フレーム５６の内側（上側）の側面に
は、前後２つの差込溝５６ａ、５６ｂが左右方向に沿って形成されている。２つの差込溝
５６ａ、５６ｂのそれぞれは、左右方向の両端に前導光板４２Ａ、後導光板４２Ｂと当接
する底部５７ａが形成されており、左右方向の中央は上下方向に貫通する貫通孔５７ｂと
なっている。この貫通孔５７ｂの左右端部には、左右方向の中央に向けて突出するリブ５
７ｃが形成されるとともに、中央には、前後方向に隔壁５６ｃを繋ぐ中央係止部５７ｄが
２箇所に形成されており、光出射部６０の集光レンズ６２が下側（外側）から挿入される
。この実施の形態では、下フレーム５６の前側に収容される集光レンズ６２は、後側に収
容される集光レンズ６２よりも長手方向に短く構成されており、前側の差込溝５６ａの貫
通孔５７ａは、集光レンズ６２の形状に合わせて左右方向に短く、つまりリブ５７ｃ同士
の間が狭く形成されている。また、集光レンズ６２の形状に合わせて、前側の差込溝５６
ａの中央係止部５７ｄは、後側の差込溝５６ｂの中央係止部５７ｄよりも間隔が狭く形成
されている。下フレーム５６の２つの差込溝５６ａ、５６ｂを隔てる隔壁５６ｃには、前
導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとに形成されている貫通孔４３に対応した位置に、ネジ孔
５６ｄが形成されている。このネジ孔５６ｄは、図７（ｂ）に示すように、前導光板４２
Ａ、後導光板４２Ｂと当接する底部５７ａが形成されている部分の隔壁５６ｃに形成され
ている。つまり、下フレーム５６のネジ孔５６ｄは、左右方向に、光出射部６０の集光レ
ンズ６２から離れた位置に形成されている。また、下フレーム５６の前面には、前導光板
４２Ａの貫通孔４３に対応する位置に、ネジを挿通させる凹部５６ｅが形成されており、
背面には、後導光板４２Ｂの貫通孔４３に対応する位置に、ネジを挿通させる凹部５６ｆ
が形成されている。
【００６６】
　図４及び図７から図９に示すように、この実施の形態の前導光板４２Ａと後導光板４２
Ｂとのそれぞれは、フレーム体５０との取り付けのための貫通孔４３が互いに異なる位置
に形成されているので、前導光板４２Ａをフレーム体５０の後側の差込溝５２ｂ、５４ｂ
、５６ｂに差し込んで取り付けようとした場合には、フレーム体５０の背面に形成された
ネジ止め凹部５２ｆ、５４ｆ、５６ｆと前導光板４２Ａの貫通孔４３との位置が合わない
ため前導光板４２Ａをフレーム体５０に取り付けることができず、後導光板４２Ｂをフレ
ーム体５０の前側の差込溝５２ａ、５４ａ、５６ａに差し込んで取り付けようとした場合
には、フレーム体５０の前面に形成されたネジ止め凹部５２ｅ、５４ｅ、５６ｅと後導光
板４２Ａの貫通孔４３の位置が合わないため後導光板４２Ａをフレーム体５０に取り付け
ることができない。したがって、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとフレーム体５０との
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組み付け間違いを防止することができ、導光板４２とフレーム体５０とを容易に組み付け
ることができる。しかも、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとのそれぞれは、前導光板４
２Ａと後導光板４２Ｂを予め定められた組付姿勢（図３など参照）に対して裏返したり、
回転させたときには、貫通孔４３の位置がずれるように構成されており、予め定められた
組付姿勢に対して裏返したり、回転させたときには、フレーム体５０におけるネジ止めを
するためのネジ孔５４ｄ、５６ｄやネジ止め凹部５５ｃ、５７ｃと位置が対応しないよう
に構成されているので、前導光板４２Ａや後導光板４２Ｂを裏返したり回転させた状態で
前導光板４２や後導光板４２Ｂとフレーム体５０とを組み付けてしまうのを防止すること
ができる。
【００６７】
　また、この実施の形態のフレーム体５０は、前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂを上側
から保持する上フレーム５２と、前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂを左側から保持する
左フレーム５４と、前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂを下側から保持する下フレーム５
６との複数のフレームで構成され、前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂは、上フレーム５
２、左フレーム５４、下フレーム５６の各フレームに取り付けるための貫通孔４３のそれ
ぞれが、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとで異なる位置に形成されている。このため、
上フレーム５２、左フレーム５４、下フレーム５６のそれぞれに対して、前導光板４２Ａ
と後導光板４２Ｂとの組み付け間違いを防止することができる。さらに、前導光板４２Ａ
及び後導光板４２Ｂは、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂを予め定められた組付姿勢（図
３など参照）に対して裏返したり、回転させたときには、上フレーム５２、左フレーム５
４、下フレーム５６の各フレームに取り付けるための貫通孔４３のそれぞれの位置がずれ
るように構成されており、上フレーム５２、左フレーム５４、下フレーム５６の各フレー
ムについて、前導光板４２Ａや後導光板４２Ｂを裏返したり回転させた状態で前導光板４
２や後導光板４２Ｂとフレーム体５０とを組み付けてしまうのを防止することができる。
【００６８】
　また、フレーム体５０は、上フレーム５２、左フレーム５４、下フレーム５６の３つの
部材で構成されるものに限定されず、例えば、上フレーム５２を備えずに左フレーム５４
、下フレーム５６とでフレーム体５０が構成されてもよいし、各フレーム５２、５４、５
６が一体に形成されてもよい。
【００６９】
　光出射部６０は、フレーム体５０の左フレーム５４と下フレーム５４のそれぞれに取り
付けられて支持される。図４に示すように、光出社部６０は、表示用ＬＥＤ６７が複数取
り付けられたＬＥＤ基板６６と、表示用ＬＥＤ６７からの光を前導光板４２Ａ及び後導光
板４２Ｂに案内する集光レンズ６２とを有する。図１０は、（ａ）は集光レンズの正面図
、（ｂ）は集光レンズの平面図、（ｃ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図、（ｄ）は（ａ）のＢ－
Ｂ断面図である。図１１は、（ａ）は下フレームを示す要部拡大断面図、（ｂ）は（ａ）
のＣ－Ｃ断面図、（ｃ）は（ａ）のＤ－Ｄ断面図である。
【００７０】
　集光レンズ６２は、アクリルまたはポリカーボネート等の透光性を有する部材（例えば
合成樹脂材など）によって長尺板状に形成される。集光レンズ６２は、正面視で前導体板
４２Ａおよび後導体板４２Ｂ側（内側）に膨出する略半円形状の複数の凸部６２ａが長手
方向に連続して並接されている。各凸部６２ａは、表示用ＬＥＤ６７のそれぞれに対応し
て１つずつ形成され、各凸部６２ａの先端面、つまり、集光レンズ６２における前導光板
４２Ａ及び後導光板４２Ｂに対向する面（出射面）には、複数の湾曲面（レンズ面）を構
成している。また、集光レンズ６２には、フレーム体５０のリブ５５ｃ、５７ｃと当接す
るフック片６２ｂがの長手方向の両端に設けられるとともに、フレーム体５０の中央係止
部５５ｄ、５７ｄと当接する係子凹部６２ｃが、中央係止部５５ｄ、５７ｄに対応して設
けられている（図８、図９参照）。
【００７１】
　なお、複数の凸部６２ａは表示用ＬＥＤのそれぞれに対応に一体一に対応するものに限



(17) JP 6124483 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

らず、例えば２以上のＬＥＤ（発光体）に対応する凸部（レンズ面）が複数設けられてい
てもよい。また、集光レンズ６２は、複数の凸部６２ａが一体に設けられた単一の部材に
て構成されるものとしたが、ＬＥＤ（発光体）に対応して別個に形成された複数の集光レ
ンズを用いてもよい。
【００７２】
　集光レンズ６２の表示用ＬＥＤ側（外側）の面には、正面視で外側に僅かに膨張する湾
曲形状の膨出部６２ｅが長手方向に複数連続して形成されている。各膨出部６２ｅは、表
示用ＬＥＤの各々に対応して１つずつ形成され、各膨出部６２ｅの先端面、つまり集光レ
ンズ６２における表示用ＬＥＤ６７に対向する面（入射面）は、複数の湾曲面（レンズ面
）を構成している。なお、表示用ＬＥＤ６７に対向する湾曲面は、前導光板４２Ａ及び後
導光板４２Ｂに対向する湾曲面に比べて曲率は小さく、僅かに膨出する程度に形成されて
いる。
【００７３】
　また、集光レンズ６２は、前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂに対向する面の前後幅寸
法Ｌ１（板厚）は、表示用ＬＥＤに対向する面の前後幅寸法Ｌ２（板厚）よりも短寸とさ
れている（Ｌ１＜Ｌ２）。また、集光レンズ６２における前導光板４２Ａ及び後導光板４
２Ｂに対向する面の前後幅寸法Ｌ１は、前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂの前後幅寸法
Ｌ３とほぼ同寸とされ（Ｌ１≒Ｌ３）、集光レンズ６２における表示用ＬＥＤ６７に対向
する面の前後幅寸法Ｌ２は、表示用ＬＥＤ６７の発光面６７ａの前後幅寸法Ｌ４（図１２
参照）とほぼ同寸に形成されている（Ｌ２≒Ｌ４）。
【００７４】
　そして、集光レンズ６２は、表示用ＬＥＤ６７側から前導光板４２Ａ及び後導光板４２
Ｂ側（外側から内側）に向けて、前面６２Ｆが漸次後側に傾斜する平坦な傾斜面を構成す
るとともに、背面６２Ｂが漸次前側に傾斜する平坦な傾斜面を構成している。つまり、集
光レンズ６２は、表示用ＬＥＤ６７側から前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂ側に向けて
漸次板厚が薄くなるテーパ状に形成されている。なお、この実施の形態では、集光レンズ
６２は、表示用ＬＥＤ側（外側）の端部に、板厚が均一な短寸の非傾斜部６２ｆが設けら
れている。
【００７５】
　図４や図１１に示すように、このように構成された集光レンズ６２は、左フレーム５４
や下フレーム５６の貫通孔５５ｂ、５７ｂに外側から差し込まれ、外側の面が左フレーム
５４や下フレーム５６の外側の面とほぼ面一となる位置まで差し込まれると、集光レンズ
６２のフック片６２ｂが左フレーム５４や下フレーム５６のリブ５５ｃ、５７ｃに当接す
る。この状態で、外側からＬＥＤ基板６６がフレーム体５０にネジ止めされることによっ
て、集光レンズ６２は、前後に所定の隙間を隔ててフレーム体５０に保持される。このよ
うに光出射部６０がフレーム体５０に保持されることによって、フレーム体５０に取り付
けられる導光板４２と光出射部６０との位置ずれを防止することができる。しかも、この
実施の形態では、集光レンズ６２は、フック片６２ｂが左フレーム５４や下フレーム５６
のリブ５５ｃ、５７ｃに当接するとともに、集光レンズ６２の係止凹部６２ｃと左フレー
ム５４や下フレーム５６の中央係止部５７ｄとが係止されるので、集光レンズ６２とフレ
ーム体５０との位置ずれを防止することができる。
【００７６】
　また、集光レンズ６２は、表示用ＬＥＤ６７側の面の前後幅寸法Ｌ２と表示用ＬＥＤ６
２の発光面６７ａの前後幅寸法Ｌ４とがほぼ同寸のため（Ｌ２≒Ｌ４）、表示用ＬＥＤ６
７からの出射光は前後方向に拡散されることなく集光レンズ６２に入射される。さらに、
集光レンズ６２は、導光板４２側の面の前後幅寸法Ｌ１と導光板４２の前後幅寸法Ｌ３と
がほぼ同寸のため（Ｌ１≒Ｌ３）、集光レンズ６２からの出射光は前後方向に拡散される
ことなく導光板４２に入射される。
【００７７】
　また、この実施の形態では、フレーム体５０に集光レンズ６２と導光板４２とが取り付
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けられたときには、集光レンズ６２と導光板４２との間に若干（例えば、約１ｍｍ～３ｍ
ｍ程度など）の隙間が設けられる。これにより、パチンコ遊技機１の輸送や使用の際に生
じる振動によって集光レンズ６２や導光板４２に傷が付くことを防止することができる。
【００７８】
　次に、表示用ＬＥＤ６７からの出射光の導光状態について説明する。図１２は、表示ユ
ニットの縦断面を示す要部拡大断面図である。図１３は、（ａ）は下方の光出射部が駆動
されたときの後導光板の表示パターンを示す模式図、（ｂ）は左方の光出射部が駆動され
たときの後導光板の表示パターンを示す模式図である。図１２及び図１３に示すように、
各表示用ＬＥＤ６７から出射された出射光は、集光レンズ６２に入射される。ここで、集
光レンズ６２の表示用ＬＥＤ側の面の前後幅寸法Ｌ２と、表示用ＬＥＤの発光面６７ａの
前後幅寸法Ｌ４とはほぼ同寸であるため（Ｌ２≒Ｌ４）、各表示用ＬＥＤ６７からの出射
光は、前後方向に拡散せずにほぼ集光レンズ６２内に入射する。ＬＥＤの光は指向性が高
いが、集光レンズ６２の入射面６２ｅは、レンズ面をなすように湾曲状に形成されている
ので、集光レンズ６２への入射光は、集光レンズ６２内で左右方向に放射状に拡散される
。そして、入射光は、内側（導光板側）の湾曲状のレンズ面を通過する際に、下フレーム
５６に支持された光出射部６０では上方向（鉛直方向）に向けて屈折し（図１３（ａ）参
照）、左フレーム５４に支持された光出射部６０では右方向（水平方向）に向けて屈折し
て出射される（図１３（ｂ）参照）。
【００７９】
　これにより、指向性が高い表示用ＬＥＤからの出射光を、集光レンズ６２によってある
程度放射状に拡散させることができ、導光板４２における発光領域を広げることが可能と
なる。また、集光レンズ６２から出射される光は、鉛直方向または水平方向に向けて誘導
されて放射状に拡がることはないので、各表示用ＬＥＤ６７に対応する領域のみを部分的
に発光させることができる。
【００８０】
　また、図１３に示すように、表示用ＬＥＤ６７から集光レンズ６２に入射された入射光
は、前後（板厚）方向に全反射を繰り返し、前後方向の略中央位置に向けて集光され、最
終的に前後幅が小さい導光板４２側の端面から出射される。
【００８１】
　このように、表示用ＬＥＤ６７からの光を前後幅（板厚）方向に拡散させることなく集
光して導光板４２から出射させることができるので、光の減衰が抑制される。特に、表示
用ＬＥＤの発光面６７ａの前後幅寸法Ｌ４が、集光レンズ６２における表示用ＬＥＤ側端
部の前後幅寸法Ｌ２よりも大きい場合（Ｌ４＞Ｌ２）であっても、表示用ＬＥＤ６７から
の光を前後幅（板厚）方向に拡散させることなく導光板４２に導くことができるので、表
示用ＬＥＤ６７からの光が周囲に拡散されることが防止される。
【００８２】
　また、特に図示しないが、例えば表示用ＬＥＤ６７が前後幅方向に複数配置される場合
でも、集光レンズ６２における表示用ＬＥＤ６７側の前後幅寸法Ｌ２を表示用ＬＥＤに応
じて拡げ、これにより出射光を周囲に拡散させずに集光レンズ６２に入射さえることがで
きる。よって、導光板４２の前後幅寸法（板厚）Ｌ３よりも表示用ＬＥＤ６７の発光領域
の前後幅寸法が大きい場合でも、表示用ＬＥＤ６７からの出射光を誘導しながら板厚方向
に集光して導光板４２に入射させることができる。
【００８３】
　集光レンズ６７から導光板４２に光が出射され、発光部４６に光が到達すると、発光部
４６にて光が前面側に向けて反射されることで、遊技者からは、それぞれの発光部４６に
対応する箇所が反射光により発光されることで、所定の文字や図形などの画像（表示情報
）が表示されるようになる。
【００８４】
　表示ユニット４０による表示演出の一例を説明する。パチンコ遊技機１では、例えばリ
ーチ演出や大当り演出が行われるときに、特図変動時演出制御パターンに従って表示ユニ



(19) JP 6124483 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

ット４０による演出演出が行われる。図１４及び図１５は、表示ユニットの表示制御の一
例である。例えば、パチンコ遊技機１が備えるコンピュータによって、下フレーム５６に
取り付けられた後導光板４２Ｂに対応する光出射部６０の表示用ＬＥＤ６７を点灯させる
ことで、「チャンス」の文字と三角形の図形が表示され（図１４（ａ）参照）、続いて左
フレーム５４に取り付けられた後導光板４２Ｂに対応する光出射部６０の表示用ＬＥＤ６
７を点灯させることで「チャンス」に冠する「大」の文字と、前面側の三角形に重なる三
角形の図形とが表示される（図１４（ｂ）参照）。そして、大当り演出として、下フレー
ム５６に取り付けられた前導光板４２Ａに対応する光出射部６０の表示用ＬＥＤ６７を点
灯させることで「大当り」の文字が表示される（図１４（ｃ）参照）。
【００８５】
　また、例えば、表示ユニット４０に「大当り」の文字だけが表示されている状態で（図
１５（ａ）参照）、続いて左フレーム５４に取り付けられた前導光板４２Ａに対応する光
出射部６０の表示用ＬＥＤ６７を点灯させることで、「大当り」の文字の上下に「確変」
の文字が表示される（図１５（ｂ）参照）。
【００８６】
　このように、前後の導光板４２Ａの前面と背面とのそれぞれに対応する表示用ＬＥＤ６
７を個別に表示制御可能とすることで、１枚の導光板を用いたり、２枚の導光板の前面と
背面との一方だけを用いたりする場合に比べて、表示のバリエーションを増やすことがで
きる。このため、多彩な表示パターンでの表示が可能となる。
【００８７】
　ここで、リーチ演出における表示ユニット４０を用いた演出動作では、大当り期待度が
高いリーチ演出のときほど、演出効果の高い演出動作が行われるように予め演出パターン
を定めておいてもよい。例えば、ノーマルリーチ演出が行われるときには、表示ユニット
に「チャンス」の文字だけが表され（図１４（ａ）参照）、スーパーリーチ演出が行われ
るときには、「チャンス」の文字に冠して、「大」の文字が表されるように演出制御を行
うなどとしてもよい（図１４（ｂ）参照）。
【００８８】
　なお、表示ユニット４０を用いた演出動作については、これらの例に限定されるもので
はなく、光出射部６０を駆動することによって実現できる種々の演出動作が採用されれば
よい。また、リーチ演出や大当り演出以外の演出において、表示ユニット４０を用いた演
出動作が行われてもよい。例えば、リーチ演出とは異なり、飾り図柄の可変表示状態がリ
ーチ状態となる可能性があることや、可変表示結果が「大当り」となる可能性があること
などを、飾り図柄の可変表示態様などにより遊技者に報知するための可変表示演出におい
て、表示ユニット４０を用いた演出動作が行われてもよいし、飾り図柄の可変表示状態が
リーチ状態となる可能性があることや、スーパーリーチによるリーチ演出が実行される可
能性があること、可変表示結果が「大当り」となる可能性があることなどを、遊技者に予
め報知するための予告演出において、表示ユニット４０を用いた演出動作が行われてもよ
い。
【００８９】
　また、この実施の形態の表示ユニット４０は、導光板４２の背面側に、表示ユニット４
０とは異なる別個の画像表示装置５が設けられていることで、画像表示装置５にて表示を
行っているときに、非表示の導光板４２の発光部４６を構成する凹凸部が目立つのを防止
することができる。さらに、図１に示すように、表示ユニット４０とともに、画像表示装
置５を表示制御することで、さらに表示のバリエーションを増やすことが可能となる。
【００９０】
　また、例えば表示ユニット４０の表示領域を、上下方向や左右方向に複数に分割して、
分割した領域毎に光出射部６０の表示用ＬＥＤ６７の駆動を行って表示演出を行ってもよ
い。例えば、リーチ演出として、初めに、下フレーム５６に取り付けられた前導光板４２
Ａに対応する表示用ＬＥＤ６７のうち、左側３分の１の表示用ＬＥＤ６７だけから光を出
射させて「大」の文字を表示し、続いて、下フレーム５６に取り付けられた前導光板４２
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Ａに対応する表示用ＬＥＤ６７のうち、右側３分の１の表示用ＬＥＤ６７から光を出射さ
せて「り」の文字を表示し、最後に、大当り演出として、下フレーム５６に取り付けられ
た前導光板４２Ａに対応する表示用ＬＥＤ６７のうち、中央３分の１の表示用ＬＥＤ６７
から光を出射させて「当」の文字を表示するなどとしてもよい。
【００９１】
　また、例えば表示用ＬＥＤ６７から複数色の光を出射できるものとし、表示用ＬＥＤ６
７からの光を反射させる発光部４６を設定すると同時に、表示用ＬＥＤ６７から出射する
光の色を設定して表示演出を実行してもよい。
【００９２】
　この実施の形態の表示ユニット４０では、導光板の前後幅寸法（板厚）Ｌ３を、表示用
ＬＥＤ６７の配置位置や発光面６７ａの前後幅寸法Ｌ４によって制限されることなく、肉
薄とすることができるため、製造コストを低減できるとともに、装置の小型化を図ること
ができる。さらに、導光板４２の前後幅寸法Ｌ３である板厚を薄くできることで、例えば
遊技者が、パチンコ遊技機１の正面から左右いずれか側にややずれた位置から画像表示装
置５を視認する場合に、導光板４２の板厚によって表示画像が屈折して見えてしまうこと
も極力抑えることができる。
【００９３】
　以上説明した本実施の形態のパチンコ遊技機１では、左フレーム５４に取り付けられた
光出射部６０と、下フレーム５６に取り付けられた光出射部６０とのそれぞれから前導光
板４２Ａと後導光板４２Ｂとに光を入射させることによって、前導光板４２Ａと後導光板
４２Ｂとに画像を表示させることができる。そして、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂと
では、フレーム体５０に取り付けるための貫通孔４３が異なる位置に形成されているので
、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとフレーム体５０との組み付け間違いを防止すること
ができ、導光板４２とフレーム体５０とを容易に組み付けることができる。
【００９４】
　また、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとのそれぞれは、前導光板４２Ａと後導光板４
２Ｂを予め定められた組付姿勢（図３など参照）に対して裏返したり、回転させたときに
は、貫通孔４３の位置がずれるように構成されている。つまり、予め定められた組付姿勢
に対して裏返したり、回転させたときには、フレーム体５０におけるネジ止めをするため
のネジ孔５２ｄ、５４ｄ、５６ｄやネジ止め凹部５２ｅ、５２ｆ、５４ｅ、５４ｆ、５６
ｅ、５６ｆと位置が対応しないように構成されているので、前導光板４２Ａや後導光板４
２Ｂを裏返したり回転させた状態で前導光板４２や後導光板４２Ｂとフレーム体５０とを
組み付けてしまうのを防止することができる。
【００９５】
　また、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとのそれぞれに光を入射する光出射部６０は、
前導光板４２Ａ及び後導光板４２Ｂを保持するフレーム体５０に取り付けられるので、前
導光板４２Ａと後導光板４２Ｂと光出射部６０との位置決めを容易に行うことができる。
【００９６】
　また、光源としての表示用ＬＥＤ６７と導光板４２との間には、表示用ＬＥＤ６７から
の光を導光板４２の板厚方向に集光して導光板４２の側面に向けて出射する集光レンズ６
２が設けられているので、表示用ＬＥＤ６７からの光を板厚方向に拡散させることなく導
光板４２の側面に導くことができ、これにより光の減衰が抑制されるので、導光板４２に
おける表示の輝度の低下を防止できる。
【００９７】
　次に、変形例の表示ユニット４０’について説明する。図１６は、（ａ）は変形例の表
示ユニットを斜め前方から示す斜視図、（ｂ）は変形例の表示ユニットを斜め後方から示
す斜視図である。図１７は、変形例の表示ユニットの内部構造を示す分解斜視図である。
図１８は、変形例の導光板を示す正面図である。図１９は、（ａ）は変形例の前導光板を
示す正面図、（ｂ）は変形例の後導光板を示す正面図である。図２０は、（ａ）変形例の
表示ユニットのフレーム枠体の縦断面図、（ｂ）は変形例の表示ユニットのフレーム枠体
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の横断面図である。
【００９８】
　変形例の表示ユニット４０’は、図１６及び図１７に示すように、液晶表示器５１の前
面側に配置されて、液晶表示器５１と一体的に組み付けられてなる。液晶表示器５１は、
パチンコ遊技機１に組み付けるための取付け金具５９ａが左右側辺に設けられた取付部材
５９の前面に取り付けられている。表示ユニット４０’は、液晶表示器５１の前面側を覆
うように配置された状態で、上辺及び下辺から背面側に向けて突設された係止爪５０３ａ
を介して取付部材５９に係止されている。
【００９９】
　変形例の表示ユニット４０’は、光を透過可能な透光性を有する前導光板１４２Ａ及び
後導光板１４２Ｂからなる導光板１４２と、非透光性を有する部材（例えば合成樹脂など
）により四角枠状に形成されたフレーム枠体５０４と、導光板１４２の端面に光を入射可
能に設けられる光出射部６０とを備える。変形例の表示ユニット４０’では、光出射部６
０は、上側にだけ設けられ、導光板１４２には上端面からのみ光が入射される。そして、
変形例の導光板１４２には、背面にだけ発光部４６が形成されており、光出射部６０から
光が入射されるたときに発光部４６が発光し、導光板１４２に画像が表示される。
【０１００】
　変形例の表示ユニット４０’の導光板１４２は、所定の前後幅寸法（例えば５ｍｍ板厚
など）を有するアクリルやポリカーボネートなどの透明な合成樹脂板で形成され、正面視
横長長方形状に形成されている。変形例の表示ユニット４０’の導光板１４２は、図１８
及び図１９に示すように、フレーム枠体５０４に差し込まれる差込部１４３Ａ、１４３Ｂ
のうち、光出射部６０が設けられていない下方と左右両方の差込部（つまり、前導光板及
び後導光板における光源から光が入射される面から離れた部分、図１９中、網掛部参照）
１４３Ａ、１４３Ｂが、前導光板１４２Ａと後導光板１４２Ｂとで異なる形状に構成され
ている。具体的には、変形例の表示ユニット４０’では、前導光板１４２Ａは、フレーム
枠体５０４に差し込まれる差込部１４３Ａのうち下方の差込部１４３Ａが後導光板１４２
Ｂの下方の差込部１４３Ｂよりも上下幅寸法が短寸に形成され、左右両側の差込部１４３
Ａが後導光板１４２Ｂの左右両側の差込部１４３Ａよりも左右幅寸法が長寸に形成されて
いる。反対に、後導光板１４２Ｂは、フレーム枠体５０４に差し込まれる差込部１４３Ｂ
のうち下方の差込部１４３Ｂが前導光板１４２Ａの下方の差込部１４３Ａよりも上下幅寸
法が長寸に形成され、左右両側の差込部１４３Ｂが前導光板１４２Ａの左右両側の差込部
１４３Ｂよりも左右幅寸法が短寸に形成されている。
【０１０１】
　なお、図１８及び図１９に示すように、変形例の表示ユニット４０’の前導光板１４２
Ａと後導光板１４２Ｂとのそれぞれには、下端部の左右両端に凹部１４５が形成されてお
り、この凹部１４５を基準にして導光板１４２の上下の向きを判断することができる。こ
の実施の形態では、前導光板１４２Ａと後導光板１４２Ｂの下端部の凹部１４５は、左右
で対称な形状に形成されているが、左右で異なる形状に形成することによって、凹部１４
５を基準にして導光板１４２の左右の向きを判断できるようにしてもよい。また、凹部１
４５は、導光板１４２の下端に形成されるものに限らず、左右側端部や上端に形成されて
もよく、２つ以上の端部に形成されてもよい。
【０１０２】
　変形例の表示ユニット４０’のフレーム枠体５０４は、左フレーム５０４ａ及び右フレ
ーム５０４ｂと、これら左フレーム５０４ａ及び右フレーム５０４ｂの下端間を連結する
下フレーム５０４ｃ及び上端間を連結する上フレーム５０４ｄと、により四角枠状に形成
されている。左フレーム５０４ａ、右フレーム５０４ｂ及び下フレーム５０４ｃは、一体
化されて上向きに開口するコ字状に形成されており、上フレーム５０４ｄは、左フレーム
５０４ａ及び右フレーム５０４ｂの上端にネジＮ１により着脱可能に取り付けられ、上辺
を開放可能に設けられている。
【０１０３】
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　左フレーム５０４ａ、右フレーム５０４ｂ及び下フレーム５０４ｃの内側面には、前導
光板１４２Ａが差し込まれる差込溝５０８ａと、後導光板１４２Ｂが差し込まれる差込溝
５０８ｂと、が長手方向にわたり連続して、かつ平行に形成されており、図１７に示すよ
うに上フレーム５０４ｄを取り外すことで導光板１４２を上方から差込溝５０８ａ，５０
８ｂに差込み及び上方に抜き取り可能とされている。このように導光板１４２を左フレー
ム５０４ａ、右フレーム５０４ｂ及び下フレーム５０４ｃから取り外し可能に設けること
で、導光板１４２を容易に交換することができる。
【０１０４】
　左フレーム５０４ａ、右フレーム５０４ｂ及び下フレーム５０４ｃに形成された差込溝
５０８ａ、５０８ｂは、導光板１４２の差込部１４３Ａ、１４３Ｂの形状に対応した形状
となっており、導光板１４２がフレーム枠体５０４に保持されるときに、導光板１４２の
差込部１４３Ａ、１４３Ｂがフレーム枠体５０４と当接する。具体的には、導光板１４２
の下方の差込部１４３Ａ、１４３Ｂは、前導光板１４２Ａの下方の差込部１４３Ａが後導
光板１４２Ｂの下方の差込部１４３Ｂよりも上下幅寸法が短寸に形成されているため、図
２０（ａ）に示すように、下フレーム５０４ｃでは、前側の差込溝５０８ａの方が後側の
差込溝５０８ｂよりも浅く（後側の差込溝５０８ｂの方が前側の差込溝５０８ａよりも深
く）構成されている。また、導光板１４２の左右両側の差込部１４３Ａ、１４３Ｂは、前
導光板１４２Ａの左右両側の差込部１４３Ａが後導光板１４２Ｂの左右両側の差込部１４
３Ｂよりも左右幅寸法が長寸に形成されているため、図２０（ｂ）に示すように、左フレ
ーム５０４ａ及び右フレーム５０４ｂでは、前側の差込溝５０８ａの方が後側の差込溝５
０８ｂよりも深く（後側の差込溝５０８ｂの方が前側の差込溝５０８ａよりも浅く）構成
されている。
【０１０５】
　この変形例の前導光板１４２Ａと後導光板１４２Ｂは、フレーム枠体５０４と当接する
差込部１４３Ａ、１４３Ｂが互いに異なる形状に形成されているので、前導光板１４２Ａ
をフレーム枠体５０４の後側の差込溝５０８ｂに差し込んで取り付けようとしても、フレ
ーム枠体５０４の後側の差込溝５０８ｂの左右幅寸法よりも前導光板１４２Ａの左右幅寸
法の方が大きいので、前導光板１４２Ａを後側の差込溝５０８ａに差し込むことができず
、後導光板１４２Ｂをフレーム体５０８の前側の差込溝５０８ａに差し込んで取り付けよ
うとした場合には、後導光板１４２Ｂの差込部１４３Ｂの全てが差し込まれる前に後導光
板１４２Ｂと下フレーム５０８ｃとが当接し、後導光板１４３Ｂの上端が左フレーム５０
４ａ及び右フレーム５０４ｂの上端よりも突出して後導光板１４３Ｂをフレーム枠体５０
４に収容することができない。したがって、変形例の表示ユニット４０’によっても、前
導光板１４２Ａと後導光板１４２Ｂとフレーム枠体５０４との組み付け間違いを防止する
ことができ、導光板１４２とフレーム枠体５０４とを容易に組み付けることができる。
【０１０６】
　以上説明した変形例の表示ユニット４０’においても、上フレーム５０４ｄに取り付け
られた光出射部６０から前導光板１４２Ａと後導光板１４２Ｂとに光を入射させることに
よって、前導光板１４２Ａと後導光板１４２Ｂとに画像を表示させることができる。そし
て、前導光板１４２Ａと後導光板１４２Ｂとでは、フレーム枠体５０４に保持されるとき
にフレーム枠体５０４と当接する差込部１４３Ａ、１４３Ｂが互いに異なる形状に形成さ
れているので、前導光板１４２Ａと後導光板１４２Ｂとフレーム枠体５０８との組み付け
間違いを防止することができ、導光板１４２とフレーム枠体５０８とを容易に組み付ける
ことができる。
【０１０７】
　この発明は、上記実施の形態に限定されず、様々な変形及び応用が可能である。例えば
、パチンコ遊技機１では、上記実施の形態で示した全ての技術的特徴を備えるものでなく
てもよく、従来技術における少なくとも１つの課題を解決できるように、上記実施の形態
で説明した一部の構成を備えたものであってもよい。例えば、上記実施の形態で説明した
表示ユニット４０と、変形例の表示ユニット４０’とを組み合わせてもよく、図２１の変
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形例の導光板２４２Ａ、２４２Ｂに示すように、導光板２４２Ａ、２４２Ｂにおけるフレ
ーム体５０（フレーム枠体５０８）の差込溝に差し込む差込部（フレーム体５０（フレー
ム枠体５０８）に保持されるときに当接する部分）２４４Ａ、２４４Ｂが、前導光板２４
２Ａと後導光板２４２Ｂとで異なる形状に形成されるとともに、前導光板２４２Ａ及び後
導光板２４２Ｂをフレーム体５０（フレーム枠体５０８）に取り付けるための貫通孔（取
付部）２４３が、前導光板２４２Ａと後導光板２４２Ｂとで異なる位置に形成されてもよ
い。図２１の例では、前導光板２４２Ａおよび後導光板２４２Ｂのそれぞれの右下端部が
異なる形状に切り欠かれて差込部２４４Ａ、２４４Ｂが形成されているとともに（前導光
板２４２Ａでは横長の三角形状、後導光板２４２Ｂでは縦長の三角形状）、前導光板２４
２Ａおよび後導光板２４２Ｂをフレーム体５０（フレーム枠体５０８）にネジ止めするた
めの貫通孔２４３が異なる位置に形成されている（前導光板２４２Ａの上部の貫通孔２４
３が後導光板２４２Ｂの上部の貫通孔２４３よりも右に位置し、前導光板２４２Ａの左部
の貫通孔２４３が後導光板２４２Ｂの左部の貫通孔２４３よりも下に位置する）。
【０１０８】
　上記実施の形態の表示ユニット４０では、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとには、フ
レーム体５０との取り付けのためにネジＮが挿通される貫通孔４３が互いに異なる位置に
形成されるものとしたが、導光板４２は、係合部材によってフレーム体と係合されるもの
であればよく、貫通孔４３に代えてネジ孔や溝などが前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂと
で異なる位置に形成されていてもよい。
【０１０９】
　上記変形例の表示ユニット４０’では、前導光板４２Ａと後導光板４２Ｂとで、フレー
ム枠体５０４の差込溝５０８ａ、５０８ｂに差し込まれる差込部１４３の寸法が異なるも
のとしたが、フレーム枠体５０８に保持されるときにフレーム枠体５０８と当接する当接
部が前導光板１４２Ａと後導光板１４２Ｂとで異なる形状に形成されていればよく、例え
ば図２１に示すように、導光板１４２Ａ、１４２Ｂの四角や側面に、前導光板１４２Ａと
後導光板１４２Ｂとで異なる形状の切り欠きが形成されるなどとしてもよい。
【０１１０】
　上記実施の形態では、表示ユニット４０、４０’は、フレーム体５０（フレーム枠体５
０８）に導光板４２、１４２が差し込まれるものとしたが、フレーム体５０（フレーム枠
体５０８）は、前導光板４２Ａ、１４２Ａと後導光板４２Ｂ、１４２Ｂとを対面させた状
態で保持することができるものであればよく、例えば前導光板４２Ａ、１４２Ａ及び後導
光板４２Ｂ、１４２Ｂを前方と後方とから支持する２以上の部材でフレーム体５０（フレ
ーム枠体５０８）が構成されるなどでもよい。
【０１１１】
　上記実施の形態や変形例では、集光レンズ６２は長尺板状に形成されていたが、表示用
ＬＥＤ６７からの入射光を導光板４２、１４２側に誘導しながら板厚（前後）方向に集光
して導光板４２、１４２に向けて光を出射することが可能であれば、例えば図２２に示す
ように、表示用ＬＥＤ６７として被覆可能なドーム形状の透光性部材からなる集光レンズ
を用いてもよい。
【０１１２】
　この集光レンズには、表示用ＬＥＤを収納可能な凹部１６２ａが形成され、その凹部１
６２ａの内面が入射面となっている。形状は、表示用ＬＥＤ６７側から導光板側４２に向
けて先細りとなるドーム形状をなし、図２２中の下端部から光を出射可能に構成されてい
る。このような集光レンズ１６２にあっても、表示用ＬＥＤ６７から導光板４２に向けて
前後幅寸法が漸次短寸となり、入射光を全反射により導光板４２側に誘導しながら前後方
向に集光させて出射させることができる。
【０１１３】
　上記実施の形態の集光レンズ６２は、前面及び背面のそれぞれが平坦状の傾斜面に形成
されていたが、内部に入射された光を導光板４２、１４２側に誘導可能であれば、図２２
に示す集光レンズ１６２のような曲面に構成されてもいてもよい。
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【０１１４】
　上記実施の形態の集光レンズ６２の出射面は、正面視略半円形状に形成され、入射面が
湾曲状に構成されていたが、例えば図２３の変形例の集光レンズ２６２に示すように、凸
部２６２ａが台形状に形成されるなど種々に変更可能である。また、入射面も、必ずしも
湾曲面に構成されていなくてもよい。
【０１１５】
　上記実施の形態及び変形例では、導光板４２、１４２の発光部４６は、導光板４２、１
４２の表面に形成される凹部で構成されていたが、導光板４２、１４２の内部に入射され
た入射光を前面に出射させることで導光板４２，１４２に表示情報を表示可能なものであ
れば、例えば図２４に示すように、導光板４２、１４２の内部に入射された入射光を全反
射させずに、前面から出射させる複数の凸部等の透光誘導部であってもよいし、あるいは
、前後面に形成される凹部や凸部ではなく、導光板４２、１４２の内部に形成される反射
部等であってもよい。
【０１１６】
　上記実施の形態では、表示ユニット４０、４０’には、光源としての表示用ＬＥＤ６７
と導光板４２、１４２との間に、表示用ＬＥＤ６７からの光を導光板４２、１４２の板厚
方向に集光して導光板４２、１４２の側面に向けて出射する集光レンズ６７が設けられた
が、こうした集光レンズを備えなくてもよい。
【０１１７】
　上記実施の形態では、表示ユニット４０、４０’の導光板４２、１４２は、前導光板４
２Ａ、１４２Ａと後導光板４２Ｂ、１４２Ｂとから構成されていたが、前後方向に重畳し
て配置した３枚以上の導光板から構成されてもよい。
【０１１８】
　上記実施の形態及び変形例では、前導光板４２Ａ、１４２Ａと後導光板４２Ｂ、１４２
Ｂとが所定の隙間を隔てて離間配置されることで、後導光板１４２Ｂにて反射されて前側
に出射された出射光により前側の導光板４２、１４２の発光部で反射して光ることが防止
されていたが、互いに当接して配置されていてもよい。
【０１１９】
　上記実施の形態及び変形例では、表示ユニット４０には、導光板４２、１４２の左端面
と下端面とから光を入射可能に構成され、表示ユニット４０’は、導光板の上端面から光
を入射可能に構成されていたが、表示ユニット４０の導光板４２の一辺にのみ光源が設け
られてもよいし、表示ユニット４０’の導光板１４２の二辺に光源が設けられてもよい。
また、光源から導光板４２、１４２への光の出射は、上下側端面、左右側端面のいずれか
らなされてもよい。さらに光源は、ＬＥＤに限定されるものではなく、例えば冷陰極管等
他の発光体を用いてもよい。
【０１２０】
　上記実施の形態及び変形例では、表示ユニット４０は、遊技盤２の画像表示装置５の前
面に取り付けられるものとしたが、遊技盤２の画像表示装置５の前面以外の場所に取り付
けられてもよいし、例えば遊技機用枠３の前面板が導光板４２、１４２で形成されて、こ
の導光板４２に光が入射されるように表示ユニット４０が構成されるなど、遊技用枠３に
表示ユニット４０が設けられてもよい。
【０１２１】
　上記実施の形態及び変形例では、前導光板４２Ａ、１４２Ａ及び後導光板４２Ｂ、１４
２Ｂは、透明板で構成されるものとしたが、光源からの光を反射して表示情報を表示でき
るように透光性を有するものであればよく、半透明や不透明であってもよい。また、着色
されていてもよく、有色透明などであってもよい。
【０１２２】
　上記実施の形態では、遊技機として、パチンコ遊技機１に、本発明を適用して説明した
が、例えば、スロットマシンやゲーム機などに上述の表示ユニット４０、４０’が搭載さ
れるなど、他の遊技機に本発明を適用してもよい。



(25) JP 6124483 B2 2017.5.10

10

20

30

【符号の説明】
【０１２３】
　　１　…　パチンコ遊技機
　　２　…　遊技盤
　　３　…　遊技機用枠
４Ａ、４Ｂ　…　特別図柄表示装置
　　５　…　表示装置
　６Ａ　…　普通入賞球装置
　６Ｂ　…　普通可変入賞球装置
　　７　…　特別可変入賞球装置
８Ｌ、８Ｒ　…　スピーカ
　　９　…　遊技効果ランプ
　２０　…　普通図柄表示器
　２１　…　ゲートスイッチ
　２６　…　通過ゲート
４０、４０’　…　表示ユニット
　４２　…　導光板
４２Ａ　…　前導光板
４２Ｂ　…　後導光板
４６、４６Ａａ、４６Ａｂ、４６Ｂａ、４６Ｂｂ　…　発光部
　５０　…　フレーム体
　５２　…　上フレーム
　５４　…　左フレーム
　５６　…　下フレーム
　６０　…　光表示部
　６２　…　集光レンズ
　６６　…　ＬＥＤ基板
　６７　…　表示用ＬＥＤ
１４２Ａ、１４２Ｂ　…　導光板
１４３Ａ、１４３Ｂ　…　差込部
５０４　…　フレーム枠体
Ｎ、Ｎ１　…　ネジ
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